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  指定訪問介護及び介護予防日常生活支援総合事業型サービス 

             重 要 事 項 説 明 書 

                                 令和 6 年 6 月 1 日現在 

１．事業の目的と運営方針 

 〇要介護状態にある方に対し、適正な訪問介護を提供することにより要介護状態

の維持、改善を目指します。目標を設定して計画的にサービスを提供します。 

 〇関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービ

スの提供に努めます。 

  

２．事業者の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 五戸町社会福祉協議会 

主たる事務所の所在地 青森県三戸郡五戸町字鍜冶屋窪上ミ36 

代表者（職名・氏名） 会長 向 山  裕 

設 立 年 月 日 昭和４４年８月８日設立 

電 話 番 号 ０１７８－６２－２５４７ 

 

３．事業所の概要 

事 業 所 の 名 称 五戸町社会福祉協議会ヘルパーステーション 

事 業 所 の 所 在 地 
〒039-1702  

青森県三戸郡五戸町大字倉石中市字幸神道前15-4 

電 話 番 号 ０１７８－７７－２８４４ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０１７８－７７－３３４０ 

指定年月日・事業所番号 令和４年１０月１日指定 0272700246 

通常の事業の実施地域 五戸町 

 

４．事業所の従業者の体制                          （令和６年４月１日現在） 

職  種 保有資格 常勤 非常勤 業 務 内 容 

管  理  者 介護福祉士 １人  介護従事者の業務一元管理等 

サービス提供責任者 
介護福祉士 １人  訪問介護計画書作成、利用調整介護

員に対する技術指導等   １級 １人  

 訪問介護員 
 介護福祉士 人 ３人 入浴、排泄、食事等の生活全般に渡

る援助 ２級  人 ２人 

 

５．通常サービス提供時間    

平日 ８：００ から １８：００ まで 

土、日、祝祭日 ８：００ から １８：００ まで 
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６．提供するサービスの内容 

  指定訪問介護サービス 

（１）基  本 

    ➀健康チェック  ➁環境整備   ➂相談援助 

（２）身体介護 

➀排泄・食事介助 ➁清拭・入浴、身体整容 ➂起床及び就寝介助 

➃体位変換、移動・移乗介助 ➄服薬介助 

（３）生活援助 

➀掃除  ➁洗濯  ➂ベッドメイク ➃衣類の整理・被服の補修 

➄一般的な調理、配下膳 ➅買い物  

（４）通院時の乗降介助 

（５）サービスの利用に当たっての留意事項 

 ・医療行為（褥瘡の処置・摘便など）座薬の挿入などできない内容があり 

ます。 

・利用者もしくはご家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり 

・預金の引き出し 

・使用者もしくはご家族等からの金銭または物品、飲食の授受 

・利用者もしくはご家族等をホームヘルパーの車に同乗する行為 

・利用者もしくはご家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利 

活動及びその他迷惑行為 

・利用者の同居家族等に対するサービス（利用者以外の洗濯、調理 

買い物、利用者が使用する居宅以外の掃除） 

・利用者の日常生活の範囲を超えたサービス（大掃除、庭掃除、仏壇に関 

する等） 

・サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）の費用 

は利用者のご負担になります。 

    

 

７．利用料金 

  〇介護保険の適用を受ける場合の利用者負担額は、料金表のサービス費に介護

保険負担割合証に記載の利用者負担割合を乗じた額となります。但し、介護保

険の適用がない場合や介護保険での給付の範囲を超えたサービス費は全額が利

用者の負担となります。 
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【サービスの利用料金】 

（１）基本料金 

 訪問介護サービス 利用金額 
 負担金額 

 （１割） 

 負担金額 

 （２割） 

〇身体介護 

 ２０分～３０分  ２，６８０円   ２６８円   ５３６円 

３０分～１時間  ４，２６０円   ４２６円   ８５２円 

１時間～１時間３０分  ６，２４０円   ６２４円 １，２４８円 

〇生活援助 

 ２０分～４５分  １，９７０円   １９７円   ３９４円 

 ４５～  ２，４２０円   ２４２円   ４８４円 

〇身体生活 

 ２０分～４５分  ３，４００円   ３４０円   ６８０円 

 ４５分～７０分  ４，１１０円   ４１１円   ８２２円 

 ７０分～  ４，８３０円   ４８３円   ９６６円 

※介護保険からの給付サービスを利用する場合は原則として基本料金の１割又は 

２割です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となり

ます。 

    ※やむを得ない場合で、かつ利用者の同意を得て２人で訪問した場合は通常の２倍の料

金となります。 

【加  算】 

 〇要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。 

加算等の種類 加  算（１回あたり） 

早朝・夜間 所定単位数の２５％  午後６時～午後１０時まで 

深夜の訪問 所定単位数の５０％  午後１０時～午前６時まで 

 内  容 
利用者負担金 

  (１割)  

利用者負担金 

(２割)  

訪問介護初回加算 
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対し

て、初回に実施した訪問介護と同月内にサー

ビス提供責任者が同行訪問した場合 

２００円 ４００円 

 

緊急時訪問介護加算 

 

利用者やその家族から要請を受けてサービ

ス提供責任者がケアマネジャーと連携を図

り、ケアマネジャーが必要と認めたとき計

画にないサービスをおこなった場合（身体

介護に限る） 

   

１００円 

   

２００円 

特定事業所加算（Ⅱ） 基本単位数に対して１０％加算されます。 

介護職員等処遇改善

加算（Ⅲ） 
介護保険利用実績単位数に対して 18.2％加算されます。 

（注１）基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額 

（注２）介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額を

ご負担いただくこととなりますのでご留意ください。 

（注３）利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が生じる

ことがあります。 
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【介護予防日常生活支援総合事業訪問型サービス】 

〇介護保険からの給付サービスを利用する場合、利用料は介護保険負担割合 

証に応じた額の利用料金となります。 

 ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となりま 

す。 

 

  ・週１回利用の場合  本人負担 1,176円 （月 11,760 円） 

  ・週 2 回利用の場合  本人負担 2,349円 （月 23,490 円） 

  ・週 3 回利用の場合  本人負担 3,727円 （月 37,270 円） 
 

 

【緩和型訪問サービス】 

  〇１人１回１時間以内週２回までとする。 
  

   ・利用料１回の場合  本人負担  205 円 （月 2,050 円） 
 

 

(２）交通費 

〇通常の事業実施地域以外の地区にお住いの方で、当事業所のサービスを利用

される場合はサービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。但

し、事業所の車両を使用した場合は、次の料金をいただきます。 

      

・通常の事業実施地域から片道１０キロメートル未満  ３００円 

     ・通常の事業実施地域から片道１０キロメートル以上  ５００円   

   

（３）キャンセル料 

     〇利用予定日の前にサービス利用の中止又は変更をすることができます。 

この場合には、利用予定日の前営業日１５時までに事業所に申し出てくださ

い。利用日の前営業日１５時までに連絡がなく、サービス提供をキャンセルし

た場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、利用者の体調

や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料はいただき

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

キャンセルの時期 キャンセル料 

ご利用日の前営業日１５時までに 

ご連絡いただいた場合 
無  料 

ご利用日の前営業日１５時までに 

ご連絡がなかった場合 
全  額 
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（４）支払い方法 

〇毎月、１５日までに前月分の利用料の請求をいたしますので、月末までにお支

払ください。 

お支払方法は、銀行・郵便局の指定口座からの引き落とし、銀行振り込み払い

の中からご契約の際に選択できます。  

 

８．虐待防止に関する対策 

  〇事業者は利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に

掲げるとおり必要な措置を講じます。 

➀虐待防止に関する担当者を選定及び設置 

➁虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果 

について従業者に周知徹底を図っています。 

➂従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

➃サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（減に養護している家族・

親族同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速

やかにこれを市町村に通知します。  

９．衛生管理等 

  ➀感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立しま 

す。 

➁感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。 

➂訪問介護員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

  ➃事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

１０．ハラスメント対策 

➀事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境

づくりを目指します 

➁利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の

迷惑行為セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。 

１１．守秘義務に関する対策 

〇事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保守し

ます。また、退職後においてもこれらの秘密を保守すべき旨を、従業者との雇

用契約の内容としています。 

１２．緊急時における対応方法 

〇サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたとき

は、速やかに主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。 
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１３．事故発生時の対応 

  〇訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当

の介護支援専門員及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じま

す。 

   また、利用者に対する訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合

は、損害賠償を速やかに行います。 

 

１４．苦情相談窓口 

〇サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。 

 

事業所相談窓口 
電話番号 ０１７８－７７－２８４４ 

受付時間 月曜日から金曜日 午前９時から午後５時 

 

 〇当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

   

・五戸町福祉課 ０１７８－６２－７９５６ 

・青森県国保連合会

 （苦情処理委員会） 
０１７－７２３－１３３６ 

    

１５．サービスの終了 

〇次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。 

・利用者が介護保険施設へ入所した場合 

・利用者が死亡した場合 

１６．個人情報保護の取扱い 

   〇個人情報に対する事業所の基本的姿勢 

➀事業所は、個人情報保護法の趣旨を尊重し、利用者及びご家族の個人情

報を サービス終了後も漏れる事のないよう、厳重に管理してまいりま

す。 

➁事業所が保有する個人情報の利用目的 

事業所は、訪問事業の申し込み、訪問事業を通じて収集した個人情報 

は、利用者・ご家族の方へ心身の状況説明、諸記録・台帳の作成等とい

った訪問事業のために必要に応じて利用いたします。 

    ➂事業所が保有する個人情報の保存 

     事業所は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する記録を整備し 

５年間保存するものとする。 
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 令和    年    月    日 

 

 

 訪問介護の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて、

重要な事項を説明しました。 

 

      事業所名 五戸町社会福祉協議会ヘルパーステーション 

         

説明者                 印 

 
 

 

私は、事業所より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 
 
        

利 用 者  住 所                     
         

氏 名                    印 
 

 

代 理 人  住 所                   

 

氏 名                  印 

 

利用者との続柄            


